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愛護動物への遺棄・虐待は厳
しく罰せられます。

• 愛護動物をみだりに殺し、または傷
つけた者は、５年以下の懲役または
５００万円以下の罰金に処すること
とされています。

• 愛護動物を遺棄・虐待を行った者は、
１年以下の懲役または１００万円以
下の罰金に処することとされていま
す。

※動物の愛護及び管理に関する法律より


